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◎群馬県告示第１３４号 

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」という。）第６５条第２項の規定による行政処分に

ついて、法第６９条第１項及び同条第２項において準用する法第１６条の１５第５項の規定により、次のとおり公

開の聴聞を行う。 

  令和５年４月１８日 

                                                           群馬県知事 山 本 一 太   

１ 聴聞の日時及び場所 

 (1) 日時 令和５年４月２６日（水）午前１０時 

  (2) 場所 群馬県庁１８１会議室（１８階） 

２ 聴聞の件名 宅地建物取引業者の業務の停止に係る聴聞 

３ 不利益処分の内容 宅地建物取引業者の業務の停止 

４ 根拠規定 法第６５条第２項 

５ 聴聞の対象者 

  (1) 商号又は名称 株式会社ｅ．ｃｕｂｅｄ 

  (2) 代表者氏名 戸丸 克也 

  (3) 事務所所在地 群馬県高崎市上中居町２９５番地１ 

  (4) 免許証番号 群馬県知事（１）第７５７８号 

 (5) 免許年月日 平成３１年１月１０日 

  (6) 有効期間 平成３１年１月１１日から令和６年１月１０日まで 

６ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 群馬県県土整備部住宅政策課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号  

７ 聴聞の主宰者 群馬県県土整備部住宅政策課補佐 茂木裕  
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